
○条例制定の趣旨
　市の債権は、市民サービス等の財源となる市民の貴重な財産です。そのため、市の債権を適正

に管理することが重要であることは言うまでもありません。

　ただし、市の有する債権の種類は極めて多岐にわたっており、これらの債権を適正に管理・回収

するためには、各種債権の特性や適用される法令等を的確に把握し、正しい法解釈に基づいた業

務を行う必要があります。

　平成２７年度より、各債権所管部署の職員により「債権管理プロジェクトチーム」を結成し、より良

い債権管理に向けて、現状での課題を整理しました。その結果として、「債権管理条例」の必要性

と、「債権管理の指導・監督部署」が必要との結論に至り、平成２８年４月より市民生活部収納課に

「債権管理係」が設置されることとなりました。

　それより、債権管理係において他自治体の条例等を調査・研究し、財源及び公平な市民負担の

確保、公正で効率的かつ効果的な債権管理を行うことを目的とする「佐伯市債権管理条例（案）」

を作成しました。

　ついてはこの案に対して市民の皆様からのご意見を募集します。

○これまでの課題と条例制定による効果

○市の全債権の事務処理について統一的な規
程を整備し定める

⇒事務の明確化、担当課間の事務の統一化

【条例（案）】

１条（目的） ２条（定義） ３条（他の法令等との
関係） ４条（市長等の責務） ５条（台帳の整
備） ６条（徴収計画） ７条（督促） ８条（滞納
処分等） ９条（強制執行等） １０条（履行期限
の繰上げ）１１条（債権の申出等） １２条（徴収
停止） １３条（履行延期の特約等） １４条（免
除） １６条（委任）

○回収困難案件の事務処理について定める

⇒効率化を阻害する不良債権を放棄し、回収
業務に集中することによる収入の増加

【条例（案）】

１５条（権利放棄）

課 題

○債権管理事務の明確化

・各債権について、根拠法令が複雑
多岐にわたっており、わかりやすく整
理し、事務を明確にする必要がある。

課 題

○債権管理事務の統一化

・各債権の所管課ごとに事務を取
扱っていたため、対応にバラつきが
あり、そのようなことがないよう市とし
て統一されたルールが必要である。

課 題

○回収困難債権の取扱いの整理

・回収見込みのない債権が滞納とし
て蓄積し、その管理が回収業務を圧
迫しているため、その整理の必要が
ある。
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第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

債権分類イメージ

市税・下水道使用料

保育所保育料など

幼稚園授業料

証明等手数料など

○佐伯市債権管理条例（案）の内容と説明

　づく規則等（以下「法令等」という。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定

　（７）　市長等　市長及び公営企業管理者をいう。

【説明】 この条は、条例中に用いられる用語の定義について定めています。市の債権は、法令等やそ
　　　　　の性質により、大まかに上記（２）～（６）に分類されます。

私　債　権
水道使用料

奨学金など

　（５）　非強制徴収公債権　公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

　（６）　私債権　市の債権のうち、私法上の原因に基づき発生するものをいう。

（定義）

　（１）　市の債権　金銭の給付を目的とする市の権利（地方自治法（昭和２２年法律第６７　

　　　号）第２４０条第４項第３号から第８号までに掲げるものを除く。）をいう。

　（２）　市税　市の債権のうち、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づく徴

　　　収金に係るもの（国民健康保険税を含む）をいう。

　めるところによる。

【説明】 この条例は債権管理を行う上で、他の法令等に特別の定めがある場合を除き適用されること
           を意味しています。

市の債権 公債権 強制徴収公債権

非強制徴収公債権

（他の法令等との関係）

第３条　市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基

（目的）

第１条　この条例は、市の債権の管理等に関し、必要な事項を定めることにより、市の債権の

　管理についてその適正化を図ることを目的とする。

【説明】 市の有する債権の法令等の規定を補い、債権管理を行う上で共通して必要な事項を定めるこ
　　　　　とを目的としています。

　（３）　公債権　市の債権のうち、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３

　　　第１項の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

　（４）　強制徴収公債権　市の債権のうち、市税及び法令の規定に基づき国税又は地方税の

　　　滞納処分の例により処分することができるものをいう。



第６条　市長等は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

　 　　　権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、　

（督促） 

第７条　市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の

　定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

【説明】 「督促」とは、債務者が履行期限までに債務を履行しない場合に、その納付を催告する行為を
          いいます。具体的には「督促状」の送付を義務付けたものです。

　（３）　前２号に該当しない債権（第１号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行さ

　　　れないものを含む。）については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）により履行を

　　　請求すること。

　らない。ただし、第１２条の措置をとる場合又は第１３条の規定により履行期限を延長する

　場合その他特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

　　　ては、強制執行の手続をとること。

　　　又は保証人に対して履行の請求をすること。

　（２）　債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したものを含む。）につい　

　（１）　担保の付されている債権（保証人の保証があるものを含む。）については、当該債

第９条　市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、第７条の規定による督促をした後

【説明】 債権管理について、市長等の責任を明確に表したものです。

　相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければな

【説明】 債権を正確に管理するには、情報の記録が重要です。そのため、それらの情報を記載した台
　　　　　帳を整備します。そのことが、債権管理事務の適正化・効率化に繋がります。

（滞納処分等） 

第８条　市長等は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納

　処分の停止については、法令の定めるところにより、これを行わなければならない。

（強制執行等）

【説明】 強制徴収公債権について、納付資力があるにも関わらず納付しない者に対しては、差押え等
           の滞納処分を行います。また、生活困窮など一定の事由に該当するときは、猶予などの緩和
　　　　　措置を行うこととなります。

第５条　市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備す

　るものとする。

（徴収計画） 

（市長等の責務）

第４条　市長等は、法令等の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

【説明】　債権所管課が徴収計画を策定することにより、効率的な徴収に寄与するだけでなく、問題点
　　　　　の把握等により、今後の徴収事務の改善に繋がります。

（台帳の整備）



　だし、第１３条第１項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、

　（１）　法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、

【説明】 非強制徴収公債権及び私債権について、履行期限後、相当の期間が経過してもなお完全に
           履行されず、債務者が所在不明で財産が小額である場合や、債権金額が小額で取立費用額
           未満である場合などで、履行が困難又は不適当と認められるときは、法令に基づき徴収停止
           を行います。債務者について、強制執行する財産がないか、あっても強制執行の費用に満た
           ずに徴収が困難となった場合などに措置されます。

　　　かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる

　　　とき。 

　（２）　債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執

　　　行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。 

　（３）　債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

【説明】 債務者の財産に対して強制執行の開始決定があった場合、破産手続開始決定を受けた場合
            など、法令上の配当等を受ける可能性があるときに債権の届出を実施します。第2項では債
            務者との契約の中で担保の提供を求め、信用不安等がある場合は、仮差押えや仮処分等の
            必要な措置をすることで、債権保全の努力をすることを定めています。

（徴収停止） 

第１２条　市長等は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお

　完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させるこ

　とが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことが

　できる。 

　こと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の

　申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

２　前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるとき

　は、債務者に対し、担保の提供（保証人の保証を含む。）を求め、又は仮差押え若しくは仮

　処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

　きは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。た

　この限りでない。

（債権の申出等） 

第１１条　市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けた

【説明】 「履行期限の繰上げ」とは、債務者の信用状態に不安が生じた場合、本来は将来に渡り分割
            して納付する債権であったとしても、その履行期限を（支払期限）を市が指定する期日に早め
           ることです。

【説明】 非強制徴収公債権や私債権について、納付資力があるにも関わらず納付しない者に対して
           は、（１）～（３）の強制執行（裁判所による差押え）等の法的措置や訴訟等による請求を行い
　　　　　ます。

（履行期限の繰上げ） 

第１０条　市長等は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたと



　非強制徴収公債権及び私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にある 

　徴収金（以下「損害賠償金等」という。）に係る債権は、徴収すべきものとする。 

【説明】 「履行延期の特約等」とは、債務者が無資力な状態にあるなど（１）～（５）の条件に合致すると
           きに、履行期限を延長する（適宜分割し、履行期限を新たに定める。）措置です。

（免除） 

第１４条　市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延

　期の特約又は処分をした非強制徴収公債権及び私債権について、当初の履行期限（当初の履

　行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日）

　から１０年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ

　履行することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収公債権及び私債権

　に係る損害賠償金等を免除することができる。 

２　前項の規定は、前条第１項第５号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る

　ことに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除に

　らない。

　ついては、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければな

【説明】 無資力等の理由により「履行延期の特約等」の措置を行ったものの、履行することができずに
           １０年を経過し、なお債務者が無資力等で今後も履行することが見込めないときには「免除」す
           ることができると定めるものです。

　　　行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第１号から第３号までのいず

　　　れかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の

　　　回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困

　　　難であるとき。 

２　市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を

　することができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の

　　　全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ない

　　　と認められるとき。 

　（４）　損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全

　　　部を一時に履行することが困難であり、かつ、履行につき特に誠意を有すると認められ

　　　るとき。 

　（５）　貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを

　いて、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。 

　（１）　債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

　（２）　債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有す　

　　　る資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

　（３）　債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の

（履行延期の特約等） 

第１３条　市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する

　場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合にお



　（２）　債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

　（５）　債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を

　　　受け、又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収

　（８）　当該非強制徴収公債権及び私債権の存在について法律上の争いがある場合において、

（委任）

第１６条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

【説明】 この条例を施行するために必要な細かい事項については、市長等が定めるべく委任すること
            を意味しています。（債権管理規則等により定めます。）

　　　これに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められると

　（７）　第１２条の規定による徴収停止の措置をとった当該非強制徴収公債権及び私債権に

　　　及び私債権につきその責任を免れたとき。

【説明】 債権は全額徴収することが原則ですが、あらゆる手段を尽くしてもなお、徴収見込みのない債
           権については、より効果的な債権管理を行うために上記（１）～（８）に該当する場合にそれを
           放棄できることとします。なお、条例により債権を放棄した場合、議会へ報告します。

　場合においては、当該非強制徴収公債権及び私債権について、これに係る既に発生した履行

　の遅滞に係る損害賠償金等その他の徴収金を放棄することができる。

　（１）　私債権につき消滅時効が完成したとき（債務者が時効を援用しない特別の理由があ

２　前項の規定により非強制徴収公債権及び私債権を放棄したときは、市長等は、これを議会

　に報告しなければならない。

　　　市長等が勝訴の見込みがないと判断したとき。

　（６）　第９条の規定による強制執行等の措置又は第１１条の規定による債権の申出等の措

　　　置をとっても、なお完全に履行されない当該非強制徴収公債権及び私債権について、強

　　　制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又は

　　　ついて、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務

　　　者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがない

　（３）　債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄

　　　場合の費用並びに、他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の

　　　合計額を超えないと見込まれるとき。

　　　き。

　　　と認められるとき。

　　　した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行した

（権利放棄）

第１５条　市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する

　（４）　破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１４年法

　　　律第１５４号）第２０４条その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収公債権

　　　公債権及び私債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

　　　るときを除く。）。


